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４月からの消費税率の引き上げにより、所得の低い方や子育て世帯の経済的な負担を緩和するため、臨時的
な給付措置として、２つの給付金を支給します。

●対象になる方は ?

所得の低い方
子 育 て 世 帯 の負担緩和に

２つの
給付金

臨時福祉給付金１

26 年度分「市・県民税（均等割）」が課税されない方。
ただし、ご本人が課税されない場合であっても
  ・ご自身を扶養している方が課税される場合
  ・生活保護制度の被保護者となっている場合
                                      などは対象外です。

●支給額は？
 ◆給付対象者 1人 ･･･10,000 円
 ◆給付対象者の中で次に該当する方は、
1人 5,000 円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など

の受給者
・児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者

子育て世代臨時特例給付金２
●対象になる方は ?

次のどちらの要件も満たす方。
  ① 26 年 1 月分の児童手当・特例給付（※）を受給
  ② 25 年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
  ※特例給付とは、児童手当所得額制限限度額以上の
     方で児童 1 人 5,000 円を支給するもの。

●支給額は ?
◆支給対象児童 1人 ･･･10,000 円
◆対象児童 ･･･26 年１月分の児童手当・特例給付の対

象となる児童
※「臨時福祉給付金」の対象児童、生活保護受給者の児
　 童などは除きます。

申請方法

●申請期間は ?
26 年７月 2日（水）から１２月２６日（金）まで
※期間内に申請しなかった場合は、受給辞退となりま 
   すので、忘れずに申請してください。 

●申請手続きは ?
給付対象となる方には、申請書を郵送しますので、同
封の案内を参考に申請書を作成し、返信用封筒で返送
するか、申請窓口へ提出してください。
※対象と思われる方で、申請書が 7 月中旬までにお手
元に届かない場合は、お問い合わせください。

●公務員の方へ
公務員の方へは、申請書が送付されませんので、各勤務先で交付される

「公務員児童手当（特例給付）受給状況証明書」および「公務員用の申請様
式」をご持参のうえ、保健福祉部 社会福祉または、各行政局 市民課でお
手続きください。

●問い合わせ
申請方法の問い合わせ：保健福祉部 社会福祉課(81-2273 
給付金制度の問い合わせ：厚生労働省 2 つの給付金専用ダイヤル(0570-037-192
　　　　　　　　　　　　ホームページ　 2 つの給付金 検索

≪予防接種のお知らせ≫
計画的に早めの接種がおススメです。
該当者へは、個別通知でお知らせしています。
接種期限を守り、予防接種を受けましょう。
【麻しん・風しん予防接種】
●対象者
2 期：小学校就学前の１年間にある方
※乳幼児期に接種した「麻しん・風しん予防
接種」に対する免疫を追加するものです。
【ジフテリア・破傷風（二種混合）予防接種】
●対象者
小学校 6 年生の方
※乳幼児期に接種した「三種混合予防接種」
に対する免疫を追加するものです。
【共通事項】
●接種期限　27 年３月 31 日（火）まで
●持参物
①健康保険証
②予診票
③母子手帳
●費用　個人負担なし
※対象年齢を超えると有料となりますので、
ご注意ください。
問保健福祉部 保健課(81-2271

『夏休み親子ラジオ体操のつどい』

平成 26 年度 第１回健康づくり市民講座開催します。
子どもたちの健やかな成長には、「早寝・早起き」をすること、「朝ご
はん」を食べること、「運動」することが重要です。
場所を問わずに行える「ラジオ体操」で運動不足を解消し、健康づく
りに取り組みましょう！！
●日時　８月３日（日）午前 10 時 30 分～正午
●会場　市総合体育館  メインアリーナ
●講師　元 NHK テレビ・ラジオ体操インストラクター　小坂　愛氏

同　　　　　　　　　　　　　　藤元直美氏
※運動できる服装で、飲み物、上履きを持参してください。
※親子以外の方でも参加できます。
●申込方法　７月 31 日（木）までに電話でお申し込みください。
問・申保健福祉部 保健課(81-2271

▲ラタ坊
▲小坂 愛氏

大 人 も 子 ど も も
全 員 集 合 ! !
体 育 館 で
待 っ て る よ ～ ♪

7 月は「愛の血液助け合い運動」月間です。
≪街頭献血キャンペーン≫
暑い夏は、輸血用の血液が不足しがちです。血液は人工的に造るこ
とも長期間保存することもできません。皆さんの善意だけが頼りで
す。善意の献血で尊い命を救いましょう。
●献血日　７月 25日（金）
●会場
①メガステージ田村　ベニマル側駐車場
9：30 ～ 16：30

② 田村市役所　裏側駐車場
　13：30 ～ 16：30

　　400ml 献血にご協力を
私たち一人一人の血液は、たとえ血液型が同じでも微妙に違ってい
ます。
輸血を受ける患者さんには、200ml 献血と比べて、400ml 献血の
方が発熱などの副作用発生のリスクが大幅に減少します。

≪ 400ml 献血採血基準≫
●年齢　男性：17歳～ 64歳（※）

女性：18歳～ 64歳（※）
※ 60歳～ 64歳までに献血経験のある方は、69歳までご協力いた
だけます。
●体重　50kg 以上

≪骨髄ドナー登録会のお知らせ≫
献血に合わせて骨髄バンクドナー登録会を実施します。
この機会にぜひ登録をお願いします。
※メガステージ田村のみ開催。

≪未熟児の養育医療について≫
●対象
出生体重 2,000g 以下などで、医師が入院し
て養育することが必要と認めた乳児（0 歳児）
が、養育医療指定医療機関に入院した場合。
●申請方法　
必要書類を保健福祉部 保健課へ提出してく
ださい。
【必要書類】
①養育医療給付申請書
②養育医療意見書（主治医が記入したもの）
③世帯調査票
④健康保険証の写し
⑤家族全員の所得額証明書
⑥乳幼児および児童医療受給資格証
※社会保険加入の方のみ。
⑦申立書兼同意書
詳しくは、お問い合わせください。
問・申保健福祉部 保健課(81-2271

≪妊産婦に関する調査について≫
県では、妊産婦の皆さんのご意見・ご要望を
は的確に把握し、よりよい産科医療および母
子支援を提供することを目的に調査を実施し
ます。
●対象者　
① 25 年 8 月 1 日から 26 年 3 月 31 日までに
県内の市町村から母子健康手帳を交付された方
②同期間内に県外で母子健康手帳を交付され
た方で、福島県で里帰り出産をした方
※対象者（①の方）へは、個別に調査票を送
付します。
●調査時期　26 年秋頃に予定
問県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
妊産婦専用ダイヤル(024-549-5180

家族ではじめよう！
早寝・早起き・朝ごはん＆「ラジオ体操」
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